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１　ケアとフェミニズム

　近年、育児・介護・介助を意味する「ケア労働」

は、「再生産労働」概念に代わってフェミニズ

ムにおける主要な問題となっている。しかしケ

ア労働は、再生産労働と同義とは言い切れない。

ケアは物理的な活動・労働を指す概念であると

同時に、配慮・思いやりなど他者への態度を意

味する。たとえば、「ケア」は「感情労働」の

ひとつであり、「他者志向」という強い動機づ

けがはずされてはならない（市野川 2000: 124）

という規範的主張や、ケアとは、「世話をする

こと care for であるとともに気遣うこと care 

about」（Graham 1983: 15）というケアの多義性

が指摘されている。フェミニズムのケア労働論

においては「ケアを労働としてみなすことの難

しさは、ケアという言葉の曖昧さからはじまっ

ている」（Standing 2001: 15）という主張もある。

　さらにフェミニズムを離れて、医療・看護理

論や社会福祉、倫理学においてはケアは他者に

対するあるべき
4 4 4 4

態度・関与のあり方を表す概念

である。看護理論においては「ケア」は「キュ

ア」と差異化をはかる概念として、「全人的な

関わり」や「共感」などを意味するものとして

用いられる。こうした他者への倫理的態度を示

すものとして「ケア」が用いられる際にしばし

ば言及されるのが、キャロル・ギリガンの「ケ

アの倫理」である（Gilligan 1982=1986）。ギ

リガンは実証研究をとおして、男性の道徳と区

別される女性の道徳として「ケアの倫理」を提

示した。後の論者によって「ケアの倫理」は看

護や介護など「世
ケ ア

話」に必要な倫理として援用

されている。

　しかし、労働
4 4

としてケアを問題化してきた

フェミニズムにおいて、「ケアの倫理」をめぐ

る言説は問題含みとされてきた。春日キスヨは

「ケアの倫理」を主張する議論は、ケア労働者

に対する過度な負担となるとして批判する（春

日 2001: 13）。ケアの成功
4 4

を「ケアの倫理」に

求めるということは、失敗
4 4

をケア労働者個人
4 4

に

「ケアの倫理」と「ケア労働」
――ギリガン『もうひとつの声』が語らなかったこと――

山根　純佳　

　キャロル・ギリガンが実証研究をとおして女性の道徳として提示した「ケアの倫理」は、日本では「世話」

のための倫理として受容され、「よいケア」のための個人的
4 4 4

条件を強調する規範的議論に援用されている。

本稿では、こうした規範的議論の限界を、その源流であるギリガンの『もうひとつの声』の内在的問題

点から考察する。ギリガンが用いたアイデンティティと道徳の発達段階という説明変数は、ある特殊な

社会的条件を仮定しなければ、なぜ女性が他者をケアするにいたるのか説明できない。よってそれらの

変数から導きだされた「ケアの倫理」概念を、「ケア労働」を支える社会的条件から切り離して一般化し、

「よいケア」の条件と考える議論には、経験的な妥当性がないことを明らかにする。
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帰すものに他ならないからだ。

　またフェミニストはギリガンの研究そのもの

に対しても、既存のジェンダーを正当化する反

動として厳しい批判を向けてきた。上野千鶴子

は、ギリガンをジェンダー文化のなかで形成

された「女性性」を賞賛する「ジェンダー本質

主義」（上野 1995: 8）の先鋒として批判する。

またジェーン・ルイスはケア労働とジェンダー

不平等をめぐる考察のなかで、ギリガンの議論

は、「世話 caring は “自然に” 女性がおこなう

ものである」とする生物学的本質主義に限りな

く近いと指摘する（Lewis 2001: 71）。多くの

フェミニストは「ケアの倫理」を「女性の従属

を正当化する」（Puka 1993: 215）論理として

受け止め、「ケアの倫理」言説の政治的効果
4 4 4 4 4

を

問題視している。

　しかしいくら言説の効果を批判したとして

も、それは「ケアの倫理」を経験的な女性の声

として実体化し「『ケアの倫理』は『世
ケ ア

話』に

必要な倫理である」とする議論自体への反証に

はなりえない。こうした議論を論駁するには、

言説の効果
4 4

ではなく、「ケアの倫理」概念の妥

当性そのものを検討しなければならない。はた

してギリガンが述べるように「ケアの倫理」は

女性の経験的な声なのだろうか。本稿では、ギ

リガンの『もうひとつの声』を内在的に批判す

ることをとおして「ケアの倫理」概念の妥当性

を検証し、「ケアの倫理」を「世
ケ ア

話」に求める

議論の問題点を明らかにしていきたい。

　以下ではまずケアをめぐる議論における「ケ

アの倫理」言説の位置と（第 2 節）、「世
ケ ア

話」に「ケ

アの倫理」を求める倫理学の議論の構図を明ら

かにする（第 3 節）。つづいてギリガンの研究

の内実を明らかにし（第 4 節）、その内在的な

批判をおこなう（第 5 節）。最後に「ケアの倫理」

に依拠しない「よいケア」論のあり方を、フェ

ミニズムの観点から提示してみたい（第 6 節）。

２　記述概念としてのケア／規範概念とし

てのケア

　

　本節ではケアをめぐる議論における本稿の立

場と、「ケアの倫理」言説の位置を明確にして

みたい。まずケアという概念の曖昧さについて

考察しながら、ケアをめぐる言説の特徴を明ら

かにしてみよう。

　ケアとは何か。この聞き慣れた問いに答える

ことは容易ではない。ケアは配慮、思いやり、

世話、介護など辞書的にも多様な意味をもつが、

学問的な定義はそれ以上に困難である。

　たとえば、ケアを問題化した初期のフェミ

ニズムにおいて高名なものとして、「ケアは愛

が揺らいでいるときでさえもつづけなければ

ならない愛の労働として経験される」（Graham 

1983: 16）というヒラリー・グラハムの議論が

ある。しかしこの議論をもって、「ケアとは愛

の労働である」という命題を導きだすことは適

切ではない。グラハムの議論は私領域における

女性にとってのケアを記述したものであり、ケ

ア一般
4 4

を定義したものではないからだ。笹谷春

美が指摘するように「ケアリング研究の困難さ

は、そこにおける人々の思い入れの複雑さ・多

様性にあり、その『経験』は個人的で主観的」（笹

谷 1999: 244）なことにある。ケア提供者が家

族か専門職か、ケアの受け手が誰かによって、

それぞれが経験するケアは異なる。そして理論

家が誰の経験に着目するかによって、それぞれ

ケアの定義は異なってくる。では、この曖昧な

ケア概念をどのように解釈するのが適切なのだ

ろうか。ここではキャロル・トーマスの議論を

手がかりに考えてみたい（Thomas 1993）。

　トーマスは「ケア」は二つの点で社会学的研
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究において問題含みであると述べる。それは第

一に、さまざまな研究が社会全体における部分

的 partial、断片的なケアのあり方を記述してお

り、結果的にケアをめぐって相互に矛盾する定

義がなされていること、第二に、社会学におけ

るケアの認識上の位置づけがはっきりとしてい

ないことにある（Thomas 1993: 649）。

　トーマスによれば、部分的な経験からケア

を定義することの問題は、社会的に構築された

境界の外にあるケアの経験を論じることができ

なくなってしまうことにある（Thomas 1993: 

650）。つまり、家族がおこなうものとしてケ

アを定義すれば、家族外でケアする女性の経験

を論じることができなくなってしまうのだ。

　そこで彼女はオルタナティブなケアの論じ

方として、ケアを構成する要素を 7 つに分け、

それらの要素の組み合わせによって、あるケ

アの性格を特定化するという方法を提示する

（Thomas 1993:651-4）。その要素とは 1. ケア

提供者の社会的アイデンティティ、2. ケアの受

け手の社会的アイデンティティ、3. ケア提供者

とケアの受け手の個人間の関係（家族／友人／

他人 stranger）4. ケアの性質（感情的な状態／

活動）、5. ケア関係がおかれている社会的領域

（公／私）、6. ケア関係の経済上の性質（有償／

無償）、7. ケアが提供される制度上の環境（家

庭／病院／コミュニティー施設）である。トー

マスは、これらの相互に排他的な変数の配列に

よってケアを定義すれば、ケアの類型論を構築

することができるとする。たとえば「社会領域」

を分析の変数として用いるのであれば、公的領

域のケアと私領域のケア、二つの基本的なケア

の様式を提示することができる。トーマスは以

上の論考をへて第二の問題、すなわち社会学に

おけるケアの認識上の位置に関して、こう結論

づける。ケアは理論的に定義されてはならず理

論的概念によって説明される経験的な実体とし

てとらえるべきだ（Thomas 1993: 666-8）。

　以上のトーマスの指摘は、概ね適切なもので

あろう。ひとつの経験にもとづいてケアを定義

すると、その定義からはずれるケアの経験を説

明できなくなるという指摘はもっともである。

しかし、ケアは理論的に定義してはならず、そ

れゆえ経験的実体でしかないというトーマスの

議論には限定が必要だ。なぜならトーマスもケ

アを類型化するとき、あらかじめ類型の対象と

なるケアを同定しているからである。

　この点については以下のように考えるのが順

当であろう。ケアは、他者に対して「働きかけ

る」というケア提供者の行為を指すものとして

使われている。育児であれ、介護であれ、ケア

は他者に対して「働きかけること」を指す。トー

マス自身も、類型の対象を同定するときにはこ

の意味でケアをとらえているはずであり、ケア

を「働きかけること」と定義することに異論は

ないだろう。では、なぜケアを定義することが

問題なのか。

　問題はケアには「働きかけること」という意

味だけではなく、その働きかけが受け手にとっ

て「よいもの」という規範的な意味が込められ

ていることだ。ケアとは、受け手の福祉 well-

being を増進させたり、ニーズを満たしたりす

るよい
4 4

働きかけのことであり、ひいてはケアす

ること自体がよい
4 4

ことだという価値判断がそこ

には含まれている。先の「働きかけること」と

してのケアが記述概念であるのに対し、後者は

規範概念といえる。そして規範概念としてケア

が定義されるとき問題が生じる。たとえば、「ケ

アのためには愛するべきだ」という主張が、「ケ

アとは愛することである」という定義に転化す

る。しかし愛がなくても、働きかけている側に

は働きかけ＝ケアとして経験される事柄や、受
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け手からみれば「よいケア」と経験される事柄

がある。そのような彼 / 女の経験を、それは「ケ

アではない」としてしまうことには問題があ

る。ケアは理論的に定義されてはならない、と

いうトーマスの指摘は、この規範的な定義にの

みあてはまる。

　さてだいぶ遠回りをしたが、以上のケア概念

の性質をめぐる考察は、「ケアの倫理」をめぐ

る議論の位置づけを理解する重要な手がかりと

なる。記述概念としてのケアと、規範概念と

してのケア。この区分はケアをめぐって誰が

誰の経験に着目し何のためにケアを語っている

のか、いわば言説の政治性を明らかにしてくれ

る。ケアを労働としてとらえ、「ケアする側」

の女性の立場の改善を主張してきたフェミニズ

ムにとって、ケアとはもっぱら記述的概念であ

る。そして、ケアの労働としての側面に注目す

る本稿も記述的な意味でケアをとらえている1。

他方「ケアされる側」の福祉の問題を考察して

きた社会福祉や倫理学の分野においては、ケア

とは第一義的に規範的な概念であろう。そして

本稿で検討する「『世
ケ ア

話』するためには『ケア

の倫理』の主体であるべき
4 4 4 4

だ」と主張する議論

も、ケアを規範的にとらえている。

　「ケアする側」の視点にたったケア論と「ケ

アされる側」からのケア論。両者の立場には大

きなズレがあるはずである。では、前者からみ

て、後者の「ケアの倫理」をめぐる規範的なケ

ア論には、どのような問題があるのだろうか。

次に、「ケアの倫理」がどのように受容され、

「世
ケ ア

話」に結びつけられてきたのかみてみたい。

３　倫理学と「ケアの倫理」

　日本において「ケアの倫理」を広く定着させ

たのは、川本隆史の『現代倫理学の冒険』にお

けるギリガンの紹介である（川本 1995）。本

書はリベラリズムやコミュニタリアニズムな

ど現代規範理論の潮流を紹介する教科書的な一

冊であり、ここでギリガンの議論は、社会のあ

るべき姿を問う規範理論のひとつとして紹介さ

れている。日本語の訳本（1986）では「思い

やりの倫理」として訳されたギリガンの “ethic 

of care” に川本は「世話の倫理」という訳語を

あて、「ケアと正義」という章においてこのよ

うに紹介している 2。

「正義の倫理」によれば、道徳の問題は諸権

利の競合から生じるものとされ、形式的・抽

象的な思考でもって諸権利の優先順位を定め

ることで問題の解決が図られる……これとは

対照的に「世話の倫理」では、〈他者のニー

ズにどのように応答すべきか〉という問いか

けが何よりも重視され、諸責任の葛藤が道徳

上のジレンマの核心を構成する。……女性の

道徳性がこれまで低く評されてきたのも、「世
4

話の倫理
4 4 4 4

」にこだわり続ける女性たち
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4

の声を、

「正義の倫理」に照準しているコールバーグ

理論の物差しを使って測定したからに過ぎな

い。（川本 1995: 68）〔傍点は引用者〕

　川本の議論に触発された思想家、花崎皋平も

「ジェンダー・世話・共感」という文章のなかで、

「世話の倫理」としてギリガンの議論を紹介する。

　〔ギリガンの〕「世話」の倫理とは、他人の

必要を自分に内面化して、その必要に自発的

に関与すべきであるという責任の意識を持つ

ような内的なうながしにもとづく……共に生

きる者おたがいのあいだの苦悩と緩和と生き

るよろこびのわかちあいに価値を置く倫理で

ある。（花崎 1996: 141）
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　「他者のニーズに応答すること」「他人の必要

を内面化すること」を、ここでは「他者志向性」

と呼ぼう。彼らはギリガンの「ケアの倫理」に「他

者志向性」の原型を見いだす。また、川本の「『世

話の倫理』にこだわり続ける女性たち」という

表現からわかるように、女性が自発的
4 4 4

・積極的
4 4 4

に「世話の倫理」を選択してきた、とする読み

込みがなされている。　

　さらに川本は、「介護・世話・配慮̶̶《ケア》

を問題化するために」という章で看護理論家、

池川清子の議論（池川 1991）と並んで再度ギ

リガンの議論に言及する。「看護」を近代科学

から切り離し、「実践知としての配慮的行為」

として再定義する池川の議論を川本は、「『科学

的医療』の言説および医師の権利に『服従させ

られてきたさまざまな知の反乱』」（川本 1995: 

201）として解釈し 3、こうした近代批判の同

一線上にギリガンの「世話の倫理」を位置づけ

る 4。従来の倫理学が見落としてきた「価値」

として、さらに近代科学に対置される「実践知」

として、「世話の倫理」に倫理学的に高い評価

を与える。

　もちろん「他者志向性」や「利他主義」の主

張に向けられる常套句として、「自己犠牲」と

の表裏一体性を問う批判がある。川本はそのよ

うな反論に先回りするように、こうも付け加え

る。ギリガンの「世話の倫理」とは、「自分の

精神を他者に預け」（川本 1995: 205）ること

を拒否し「ケアと自己犠牲との混同を乗りこえ」

（川本 1995: 207）るものである、と。類似の

主張は、その名も『ケアの倫理』と題された森

村修の著作でも述べられている。

　ギリガンにおける「ケアの倫理」から見

たとき、自己犠牲的倫理観はまだ道徳的に未

熟なレベルに留まっていると言わねばならな

い。……一方通行的な献身や自己犠牲は、ケ

アとしての関わりとしては不十分であるだけ

でなく、間違っているとすら言うべきである。

……私たちは、自らのバーンアウトを避ける

ために、〈自己へのケア〉をきちんと方法論

化しておく必要がある。（森村 2000: 220-1）

　彼らの議論を総合すれば、「ケアの倫理」とは

他者志向的でありつつ、かつ自己にも配慮する

ことであり、それゆえケア提供者が「ケアの倫

理」の主体であれば、ケアの受け手にとって「よ

いケア」が可能になるし、ケア提供者がバーン

アウトすることもなくなる。そしてギリガンに

よれば「ケアの倫理」は経験的な女性の声なの

だから、「世
ケ ア

話」に「ケアの倫理」を求めること

は非現実的な要求ではない、ということになる。

　しかし現実に目を移せば、ケア労働者のほと

んどが女性であるにもかかわらず、バーンアウ

トなど「世
ケ ア

話」をめぐって解決するべき問題群

が山積している。「よいケア」の達成を「ケア

の倫理」に託す倫理学者たちはこの矛盾をどう

説明するのだろうか。もちろん「倫理学」はこ

うした経験的な問いに答える必要はない。批判

の矛先は、実証研究において「ケアの倫理」を

提示したギリガンの分析に向けられなければな

らない。次節では、ギリガンが「ケアの倫理」

を提示した『もうひとつの声』の分析にせまっ

てみたい。

４　「ケアの倫理」とジェンダー

４－１　ギリガンの『もうひとつの声』

　ギリガンが「ケアの倫理」5 を『もうひと

つの声』において発表したのは 1982 年であ

る。そのインパクトはかなりのもので、全米

で 1989 年までに 36 万部売れたという（Faludi 
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1991: 330-1）。「責任」や「思いやり」を重視

する「ケアの倫理」は、女性の読者たちにとっ

て「自分の経験とどこまでも響き合う」（Greeno 

and Maccoby 1986: 314-5）ものとして受けい

れられた。なぜこのような評価を受けたのか、

それ自体ひとつの論点となりうるが、ここでは

ひとまずギリガンの研究の学問上の意味を確認

してみたい。

　周知のとおり、本書でギリガンは女性の道徳

判断に関する聞き取りをとおして、ローレンス・

コールバーグの道徳発達理論の男性中心性を告

発した 6。ギリガンによれば、コールバーグの

分析には「女性が存在」（Gilligan1982=1986: 

24）せず、彼の示した六段階の発達図式におい

て女性の道徳判断は「第三段階」でとまってし

まう。なぜなら、「伝統的に女性の『善さ』と

されてきた」「他人の要求を思いやり、感じと

るという特徴」が、従来の道徳発達理論におい

て女性の道徳性の発達を低いものにしているか

らである（Gilligan1982=1986: 25）。そこでギ

リガンは女性の声に「ケアの倫理」という名を

与え、従来の道徳理論の相対化をはかった。こ

うしたギリガンの主張は、江原由美子が述べる

ように「女性の経験を表現する言葉を求める」

「フェミニズムの立場からの知識批判」（江原

2000: 128）としての側面をもつ。

　しかし、ギリガンの研究がもつ意味はそれだ

けにとどまらない。「ケアの倫理」の影響を理

解するうえで重要なことは、ギリガンの研究が

「道徳発達理論」という枠組みにおいておこな

われたことである。女性は道徳的に劣っていな

い。このことを示すためにギリガンは、女性の

道徳を従来の道徳発達理論の「権利」道徳に対

置される「もうひとつ」の倫理として位置づけ

た。ギリガンは、新たな価値
4 4

の提示をおこなっ

たのである。川本が正義の道徳を補完する原理

として、また「世
ケ ア

話」に必要な倫理として「ケ

アの倫理」を評価するのも、この文脈において

である。

　ここで確認しておきたいのは、ギリガンの「ケ

アの倫理」は、川本訳にあるように「世話の倫理」

を意味しているのかどうかだ。日本語の「世話」

とは通常、具体的な他者への働きかけを意味す

る。他方、ギリガンは自己や他者への「配慮」「思

いやり」に重きを置く個人内
4 4 4

の思考に道徳的な

善さ
4 4

をみた。だからこそ「ケアの倫理」を、「公正」

や「権利に重きを置く」（Gilligan 1982=1986: 

26）思考、すなわち権利の道徳と対置させた
4 4 4 4 4

の

である。その意味で、「ケアの倫理」は、「配慮」

や「思いやり」の倫理と訳すのが適切である。

ギリガンは他者を世話する主体の倫理を分析し

ているのでもなければ、具他的に他者を「世話

すること」の価値を主張しているわけでもない 7。

川本の「世話の倫理」は、介護や看護について

規範的に語るという自らの目的に都合のよい解

釈から導きだされた誤訳である 8。

　ギリガンの主張は、女性は「思いやり（care）」

を重視する、というものである。ではなぜ、女

性の道徳は男性の道徳と異なるのか。ギリガン

の分析の内容に踏み込んでみよう。

　ギリガンによれば道徳のジェンダー化の原因

は、第一義的に「母親に育てられること」に

よる幼少期のジェンダー・アイデンティフィ

ケーションにある 9。ギリガンが依拠するナン

シー・チョドロウの議論によれば、男子にとっ

ては母親との分離がジェンダー・アイデンティ

ティの確立に決定的に重要な要素であるが、女

子にとってはジェンダー・アイデンティティ

のために母親との分離の達成は必要ではない

（Chodorow 1978=1981）。チョドロウいわく

「人格形成において変わることのない核をなす

性のアイデンティティは……わずかな例外を除
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いて、男女いずれの場合も 3 歳になる頃までに

は取り返しのつかないほど堅固に確立され……

少女は早くもこの時期から少年にはないやり方

で、自己という概念に埋めこまれている “共感”

の基盤を備えている」（Gilligan 1982=1986: 

6-7）。ギリガンはこの「母子関係決定論」仮説

にもとづき、こう述べる。男性が「分離」を求

めるのに対し、「結びつき」を重視する女性は「他

人が必要とすることを感じたり、他人の世話を

する責任を引き受けたりすることによって」「他

人の声に注意を向け、自分の判断に他人の視点

を含みこんで」（Gilligan 1982=1986: 22）いる。

ギリガンのこの主張をここでは「ケア・アイデ

ンティティ」論と呼ぼう（A）。

　しかし、ギリガンの発見はこれだけにとどま

らない。ギリガンは、女性の道徳も高度に発達

していくというケアの倫理の発達図式を展開す

る。コールバーグは道徳の発達を、個人的／社

会的／普遍的見解へと道徳的見解が変化してい

く過程として説明したが、ギリガンはこれに合

致するように、女性の道徳の発達を描いてみせ

たのである（B）。

　ギリガンは以上の分析を 3 つの調査研究から

導きだしているが、ここでは分析の内容を以下

のように整理してみたい（表１）。

　もちろん、ギリガン自身は A と B を区別して

論じていない。B の「ケアの倫理」の発達も、A 

のケア・アイデンティティの主体が「責任」や

「誰も傷つけられてはならない」という考えを洗

A） ケア・アイデンティティ論　

データと主な研究名：「権利と責任に関する研究」10

対象：9 つのライフサイクルのステージに分けられた男女 11 

          年齢ごとの男女に対する聞き取り調査／男女間の比較

主な分析：男性が「分離」を求めるのに対し、女性は他者との「結びつき」を優先しその中で自

己を定義する（Gilligan1982=1986: 64）

B）ケア（「ケアの倫理」）発達理論　

データと主な研究名：「妊娠中絶の決定に関する研究」と「大学生に対する研究調査」12

対象：10 代後半以降の女性のみ
4 4

主な分析：「ケアの倫理」も段階的に発達していく（Gilligan 1982=1986: 129）

第一段階：前慣習的　個人的見解

自己の生存に思いやる

→　移行期　「責任」と自己中心性概念の登場（Gilligan 1982= 1986: 133）

第二段階：慣習的　社会的見解

責任概念の内容：他者に「思いやりを示す」「母性的な道徳」（Gilligan 1982=1986: 129）

→　移行期　伝統的な女性の美徳である思いやりと自己犠牲の混同に気づく
4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4 4  

第三段階：後慣習的　普遍的見解

責任概念の内容：自己と他者への思いやり（Gilligan 1982=1986: 264）

「誰も傷つけられるべきではない」普遍的道徳命法



8 ソシオロゴス　NO.29　／ 2005

練させていく過程として論じている。しかしよ

くみてみると、ケア・アイデンティティ（A）は、

ケアの発達（B）の必要条件とはいえず、むしろ

この二つの分析は矛盾する。一方でギリガンは、

母子関係に起因する「結びつき」を中心とした

ケア・アイデンティティが 3
4

歳
4

までに獲得され

ているという（A）。しかし、このケア・アイデ

ンティティは、ケアの発達の第一段階とされる

10
44

代後半
4 4 4

以降の女性の判断には影響を与えてい

ない（B）。第一段階で彼女たちが思いやるのは

「自己の生存
4 4 4 4 4

」であり、これはコールバーグ理論

における「自分自身の必要を満たす」（Kohlberg 

1971=1987: 171）前慣習的な道徳判断と同じも

のである。男女の道徳が異なるといえるのは、

女性が「他者を思いやるべき」というジェンダー

規範にもとづいた判断をする第二段階（慣習的）

である。つまり、3 歳児までに形成されるはず

のケア・アイデンティティ（A）は、発達過程（B）

には反映されていないのだ 13。しかしギリガン

はこの点には踏み込まず、「結びつき」「責任」「思

いやり」を優先する「ケアの倫理」は、男性を

模型とした道徳によって説明できないと主張す

ることに終始する。

　はたして、ケア・アイデンティティや「ケア

の倫理」の発達をめぐるギリガンの分析は実証

分析として有効なのだろうか。以下ではギリガ

ンの分析方法に対して向けられた批判をいくつ

か参照してみよう。

　

４－２　ギリガンの方法論への批判

　歴史学者リンダ・ニコルソンは、女性のアイ

デンティティを一枚岩的にとらえるギリガンの

主張の問題を以下のように指摘する（Nicholson 

1993）。ギリガンが記述している道徳的判断の

違いは男女の差だけではなく、歴史や文化な

どさまざまな変数によって説明されるものであ

り、さまざまなタイプの判断は、道徳的発達の

「段階」としてではなく、ジェンダーも含めた

一定の異なる歴史的条件における「適応」とし

てとらえるべきだ（Nicholson 1993: 98）。つま

り、ギリガンが最も低いレベルの女性の道徳的

反応として記述するものは、「生存」への考慮

をまず優先するような人間の生にとっては適切

な反応であり、第二段階の反応を示す人は、伝

統的な性役割の社会化としてわれわれが考える

ものを具現化しており、第三段階の判断は、西

欧社会における専門職についている女性の典型

を示している（Nicholson 1993: 100）14。　

　またビル・プカはギリガンのケア発達理論に

妥当性はないとする（Puka 1993）。なぜなら

ギリガンのデータでは、すべての女性が「ケア

の倫理」の第三段階に到達するわけではないし、

低い段階のケアが発達の初期にみられるという

証拠は示されていないからである（Puka 1993: 

218）。

　確かにプカが述べるようにギリガンは、19

歳の女性が第二段階への移行に成功したとする

のに対し、20 代後半の女性が「自己中心性と

責任との葛藤に悩み」第二段階への移行に「失

敗」したと述べている（Gilligan 1982=1986: 

133-6）。もちろん、「失敗」例があることは重

要な論点ではない。問題は、何人中何人の女性

が「ケアの倫理」の第三段階に到達したのかな

ど、「ケアの倫理」が段階的に発達するという

分析を検証する有意なデータを提示していない

ことである。「ケアの倫理」の発達に関する分

析は恣意的である、とする批判をギリガンは免

れえない。

　またプカはこのような指摘もしている。「ケ

アの倫理」の第一段階、すなわち女性が自己の

生存だけに配慮するのは、「排除と支配に直面

したときに」「自己を守るための戦略」（Puka 
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1993: 217）である、と。もちろん、すべての

「自己の生存への配慮」が支配に対抗する戦略

であるとはいえないだろう。しかし自己の生存

のみに配慮するという行為を、道徳能力の低さ

によって説明することの問題点を指摘している

点でこの主張は重要である。この点は先のニコ

ルソンの批判にも通底する。なぜある女性は自

己の要求のみに配慮し、またある女性は他者の

要求のみに配慮するのか。このことを道徳能力

の高低・有無によって説明することは適切では

ない。ギリガンの批判者たちはこう述べる。

　彼 / 女らが述べるように、ギリガンの分析

に問題があることは確かであろう。しかしは

たして、問題の原因
4 4

はどこにあるのだろう

か。この点を明確にするために以下では、ギ

リガンの分析を、「女性が介護を引き受ける理

由」をめぐるクレア・アンガーソン（Ungerson 

1987=1999）の分析と対比させてみたい。両

者の対比からギリガンの分析枠組みの問題点が

明確になるだろう。

５　なぜ女性はケアするのか――社会的条

件による説明

　

　なぜ女性は介護を引き受けるのか。アンガー

ソンの研究は、ギリガンのように「アイデンティ

ティ」や「道徳の発達」という変数ではなく、

女性のライフサイクルを含めた「物質的条件」

と「イデオロギー」という二つの変数を用いて

社会学的に分析したものである。そして、ギリ

ガンの被調査者の多くが 10 代から 20 代まで

の女性であるのに対し、アンガーソンの聞き取

りの対象は、道徳的に成熟
4 4 4 4 4 4

していると考えられ

る年代の中高年女性であり、実際にケア労働を

おこなっている介護労働者である。この点では

両者の研究は、全く性質の異なる研究といえる。

　しかし一方で、アンガーソンの被調査者たち

の声はギリガンが聞き取った女性たちの声と非

常によく似ている。アンガーソンによれば、介

護をめぐる「親族の義務」は「男女別に定めら

れ gendered」（Ungerson 1987=1999: 62）てい

る。介護者たちは「『正しいこと』と『誤って

いること』についての彼女たち自身の信念」、「ま

た道徳的ジレンマを自らが解決しようとする個

人的な苦闘」（Ungerson 1987=1999: 174）を

語った。女性介護者が直面するジェンダー化さ

れた世話役割の期待と「介護を引き受けるか否

か」の葛藤は、ギリガンの被調査者たちの葛藤

と符合する。

　こうした点からアンガーソンは結論でギリガ

ンの分析に触れる。「おそらくギリガンならば、

この研究における『［介護に］満足している』

女性は、介護を通じて女性としてのアイデン

ティティを形成し、充足させていると感じてい

る人々なのだ」と述べるであろう、と（Ungerson 

1987=1999: 181）。しかし、アンガーソンはこ

うも述べる。「介護に喜びを覚えている」介護

者は、あまり多くない（Ungerson 1987=1999: 

179）。アンガーソンによれば、「義務」として

介護を引き受ける女性介護者たちは、自らを「道

徳の犠牲者」（Ungerson 1987=1999: 174）と

定義し「むしろ社会からの性役割に関する期待」

によって、「ことさら弱い立場に追い込まれ

てきたと感じている」（Ungerson 1987=1999: 

181）。そのような介護者たちは、介護を行う

動機をギリガンが述べるようにアイデンティ

ティの主張という観点から理解しようとはしな

いのだ、と。よってアンガーソンは、介護に喜

びを感じる女性とそうでない女性は二分されて

おり、ギリガンの分析は「ある種
4 4 4

の女性介護者

の『自発的な』動機づけを余すところなく説明

する」（Ungerson 1987=1999: 183）と述べる。
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　しかしはたして、アンガーソンが述べるよう

に、アンガーソンとギリガンはそれぞれ二分化

された女性の言葉を聞き取ったのだろうか。両

者の説明を比較してみよう。

　ギリガンは遠くの大学院へ進学することを希

望していた大学生が、親の要求を優先して進学

をあきらめた理由をこう述べる。彼女は「責任

という問題が権利の問題に優先して」、「『自分

のわがままを抑えて』ジレンマを解決」した。

なぜなら彼女は「自分より両親のほうが傷つ

きやすいと思ったから」（Gilligan 1982=1986: 

252）である。つまりこの女性は、他者への「責

任」を重要視する A）ケア・アイデンティティ

の主体なのだという。

　他方、アンガーソンは女性介護者が介護を「義

務」として引き受ける理由を以下のように説明

する。第一に「自分だけがそれをできる立場に

いると感じる」こと、そして第二に「介護者は、

身も心も投入して追求していきたいと望むよう

な一つの『キャリア』を持っているわけではな

く、常勤の仕事よりパートタイムの仕事に就い

ている」（Ungerson 1987=1999: 91）ことであ

る。アンガーソンは二つを並列させているが、

両者は相互に排他的ではなく、第二の条件が第

一の条件を成立させている場合も考えられる。

　「ギリガンはある種の女性の自発的動機づけ

を説明している」というアンガーソンの裁定は、

この二つのケースは二分化された女性の声（理

由）をそれぞれ語っているというものである。

しかし、そうだろうか。先のギリガンが紹介し

た女性は実はこうも述べている。自分をひきと

める両親の態度は、「利己的」なものも含んでお

り、彼らは「わたしに会う権利がある」が、と

きにそれは「権利の乱用」である、と（Gilligan 

1982=1986: 249）。つまり、この女性はアンガー

ソンが述べるように「道徳の犠牲者」としての

側面も語っているのである。しかしギリガンの

分析枠組みは、「犠牲者」としての側面を語る声

を聞き取ることができない。責任の言語で語ら

ない女性の声は無視されるか、道徳的に劣った

ものとして位置づけられてしまうからである。

　ここから、ギリガンの道徳発達理論という分

析枠組みがもつ問題点がみえてくる。道徳
4 4

を語

る言葉として女性の判断を説明するとき、ギリ

ガンは女性たちが語る責任を内発的
4 4 4

なものとし

て説明する。しかし責任は無条件には構成され

るものではなく、責任を生じさせる諸要因がそ

こには存在する 15。法的なものであれ道徳的な

ものであれ、責任は権利と義務の体系や役割構

造が存在する特定の社会的文脈において同定さ

れるものである 16。女性たちが語る責任は、万

人への責任ではなく、夫・恋人・親・子どもへ

の責任であり、それは「愛情規範」とも呼ばれ

るものである 17。しかし、ギリガンはこの義務

の引き受けを道徳の言語として解釈したため、

内発的な責任をとして分析した。一方アンガー

ソンは、一見内発的
4 4 4

とみえる選択が物質的条件

やイデオロギーによって強いられた
4 4 4 4 4

選択である

ことを明らかにする。ギリガンの被調査者の声

をアンガーソンが聞き取ったとしたなら、そ

れは自己の要求を抑えて親族の義務を優先した

が、結果自分は規範の犠牲者であったと語る声

だったかもしれない。

　もちろん、この自己と他者の要求のあいだの

葛藤は、ギリガンの B）ケア発達理論でも描か

れている。女性たちは日々、「他者の要求に配慮

すべき」というジェンダー規範と自己の要求と

のあいだで葛藤している。これはギリガンとア

ンガーソン双方がみてとった女性の経験である。

　では、このことはギリガンの B）ケア発達理

論が妥当だということを意味するだろうか。問

題は、ギリガンは自己の要求を抑えて他者に配
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慮することは、道徳の未発達
4 4 4

だとしている点だ。

しかしアンガーソンによれば、女性が介護を引

き受けるか否かは就業形態を含めたライフサイ

クルや代替的介護者の存在の有無に依存する。

つまり、自らを「他者の世話をするべき」とい

う規範の犠牲者だと認識している女性でも規範

に従わざるをえない、すなわち適応
4 4

するのは、

ジェンダー化された雇用形態や婚姻上・経済上

の地位のためである。ギリガンが言うように彼

女が道徳的に未発達
4 4 4 4 4 4 4

だからではない。プカの指

摘にあったように、低い段階（第一段階）の判

断が発達の初期
4 4 4 4 4

にみられるという証拠をギリガ

ンが示しえない理由はここにある。

　このようにアンガーソンの分析とつきあわせ

てみると、女性の声から A）ケア・アイデンティ

ティと B）「ケアの倫理」の発達の過程を発見
4 4

した
4 4

というギリガンの分析のほころびはあらわ

になる。他者を世話することを期待されている

女性が、男性よりも他者と自己の要求のあいだ

の葛藤に直面していることは確かである 18。ギ

リガンはこのような経験に言葉を与えた。その

点からギリガンの議論を女性の読者たちが「自

分の経験とどこまでも響き合う」と受け止めた

ことは理解できる。

　しかしギリガンの分析枠組みは、葛藤をもた

らす諸要因を解明しない、もしくはそれらの諸

要因すら、個人が内発的に選びとった関係性で

あるかのようにとらえる。それゆえ、女性がと

きに自己のアイデンティティに反してでも他

者へのケアを選択する理由を解明できない。こ

の点をアンガーソンは道徳の発達段階ではな

く、ジェンダー規範や就業形態や婚姻上の女性

の経済的・社会的地位によって説明した。ギ

リガンの被調査者たちは、自らの経験を「責

任の葛藤」ではなく、自分の置かれた地位の脆

さ vulnerability を表すものとして語っていたか

もしれない。しかし、自らの仮説にもとづいて

女性たちの道徳を聞き取ろうとした
4 4 4 4 4 4 4 4

ギリガンに

は、「ケアの倫理」を語る言葉としてしか聞こ

えてこなかった。その意味で「ケアの倫理」と

は、女性の声を借りてギリガンが構築したギリ
4 4

ガン流
4 4 4

「ケアの倫理」にすぎない 19。

６　「よいケア」のために何を問うべきか

６－１　「ケアの倫理」は「よいケア」に必要か

　では、以上の考察を踏まえて「ケアの倫理」

を 世
ケ ア

話に求める議論の問題点を検討してみよ

う。第 3 節でみたように、ギリガンの研究を根

拠にしたケアをめぐる規範的議論は、「よいケア」

のためにケア提供者はα）他者志向性とβ）自

律性の両方を獲得すべきだ、と主張する。第 4

節の検討を踏まえればそれぞれ、α）他者志向

性が A）ケア・アイデンティティ論、β）自律

性が B）ケア発達理論から導き出されているこ

とがわかる。

　先にみたようにギリガンの分析枠組みでは、

α）もβ）も、個人の道徳能力として解釈され

る。たとえばギリガンは、他者（恋人）との関

係においてβ）自律性の獲得に失敗し、結果

α）他者志向も放棄（自己の生存に配慮）した

女性の事例を、道徳発達の失敗例として位置づ

ける。「強者が人間の絆を断ち切るような世の

中にあって『なんのための心くばりなの？』と

いうわけです。妊娠したからには、ひろがって

いく家族の絆のなかで生きていくことを望みな

がら、夫や恋人の頑強な反対にあうのです。自

分たちの心くばりなんか弱点にすぎないと解釈

し、夫（恋人）の立場、すなわち力と考えてい

ます」（Gilligan 1982=1986: 220）。ギリガンに

よれば、これは女性が「ひとから、自分たちが

心くばりを受けられない場合に、子供や自分自
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身に心くばりすることができ」ない「ニヒリ

ズム」であり、彼女たちは道徳発達の過程で

「後退」したのだという（Gilligan 1982=1986: 

222-3）。

　さて、同様の事例をアンガーソンの分析で説

明するとどうなるだろうか。アンガーソンは、

配慮 care about をやめた事例として、自分だ

けに攻撃的な態度をとる実の母親を介護して

いる女性や、過去の親との関係から現在の介護

関係が悪化している介護者たちに言及する。ア

ンガーソンによれば彼女らは「感情というもの

をすべて捨ててしまって、当面しなければなら

ない［介護の］仕事に打ち込まない限り、介護

を続けることはできないと語っていた」。「言

い換えると、両親の介護を行う（care for）た

めには、両親のことを気遣う（care about）こ

とをやめたほうがずっとやりやすいというこ

とである。というのも、彼女たちが介護に関し

て何らかの感情を抱くとしたら、それは苦しさ

やつらさを伴うものだからである」（Ungerson  

1987=1999: 142）。アンガーソンは、ときに感

情的な絆や結びつきから距離をとり配慮しない

ことが、介護を円滑におこなうための方法であ

るとする。

　ギリガンの枠組みでは、他者に配慮するか否

かを決定する変数は道徳能力であるのに対し、

アンガーソンの議論では、愛憎の有無やケアの

受け手の態度が配慮するか否かを決定する要因

となっている。さらに、アンガーソンが攻撃的

な母親に悩む介護者に「自治体の社会サービス

部にやってほしいと思うことがあるかどうか」

を尋ねたところ、彼女は次のように答えたとい

う。「あった方がいいのは、理学療法士の訪問

サービスです。母は、専門職の方なら、よくい

うことを聞くんです」（Ungerson: 1987=1999: 

148）。一定の社会的サービスがあれば、この

女性は母親に対する感情を保つことができるか

もしれない。

　このように具体的な世
ケ ア

話の場面にあてはめて

みても、行為者が相手に配慮するか否かを決定

する変数はたくさんある。これは、女性だから、

家族だから、看護婦だから自然な道徳的能力さ
4 4 4 4 4 4 4 4 4

えあれば
4 4 4 4

ケア（配慮）でき、世
ケ ア

話もうまくいく

という前提を掘り崩す。そもそも「ケアの倫理」

は女性の経験的な声ではないのだから。

　もちろんよいケアに「ケアの倫理」を求める

論者は、「ケアの倫理」は内発的なものではなく、

看護学が体系化してきたケア技法のように、学

習する「技法」「技能」であると反論するかも

しれない。「技法」を獲得している専門職であ

れば、他者志向性や自律性の獲得に失敗するこ

とはない、と。しかし、そうだろうか。看護現

場での聞き取り調査をおこなった三井さよは、

「ケア技法」は「望ましいケア」のための「解」

にならないと繰り返し指摘する（三井 2004）。

また、他者の期待に答える義務が自己を強く拘

束したり、過密な労働条件のためにケア専門職

が「共感疲労 compassion fatigue」を起こして

しまう原因を、個人の道徳能力の欠如に求める

ことはできないことは明らかだ 20。ケア労働者

の置かれている労働環境を問わずして、「よい

ケア」の失敗の原因を、ケア提供者の道徳的能

力や技法の欠如に求めても、そこに「よいケア」

が実現される可能性はないに等しい。

　 もちろん、このことによって「よいケアと

は何か」という問い自体が無効になるわけでは

ない。ケアには最低限の規範は要求されている

ことは確かである。自分が「ケアされる側」に

たったとき、誰もモノ
4 4

のように扱われることを

望みはしない。また「ケアする側」の立場にたっ

たとき、誰もがケア提供者の「自律性」が守ら

れることが重要だと考えるだろう。しかしこれ
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らの規範は、「ケアの倫理」の必要性を主張す

るものではない。相手をモノとして扱わないこ

とと、相手のニーズを内面化する「他者志向性」

とは異なる。そして「他者志向的であれ」とす

る要求こそがケア提供者の自律性を脅かすもの

であるのだから、「自律性」の条件は何よりも、

「ケアの倫理」からケア提供者が自由になるこ

とであろう。

　

６－２ 　「よいケア」の社会的条件

　個人の「ケアの倫理」や「技法」が「望まし

いケア」の「解」とならないのであれば、「望

ましいケア」のために何が必要か、という問い

は以下のように置き換えられる。ケアの受け手、

ケア提供者双方にとって、望ましいケアのため
4 4 4 4 4 4 4 4 4

の社会的条件とは
4 4 4 4 4 4 4 4

、いかなるものか
4 4 4 4 4 4 4

。そして、

これはケアのおこなわれる領域や性質によって

分けて考える必要がある。ここで第 2 節のトー

マスの分類が役に立つであろう。私的領域／公

的領域、専門職によるケア／家族によるケア、

有償／無償、家庭／病院／施設、さらにケアの

受け手のアイデンティティやコミュニケーショ

ン能力、ケア提供者が一人か複数かといった

それぞれのケアの性質によって、すべてのその

「解」は異なってくる。

　ケア提供者にとって「望ましいケア」のあり

方は、何よりも労働形態によって異なる。パ

ム・スミスは、看護学生が看護を円滑におこな

えるかどうかは、教員や婦長のサポートに依存

すると述べる（Smith 1992=2000: 222）。同じ

専門職であっても、家庭に一人で派遣されるヘ

ルパーに同じ方法は有効ではない。一方、家族

介護についてはどうだろうか。アンガーソン

は、どこまで介護するべき、どのように介護す

るべきか、といった介護者の道徳的ジレンマは

「公的な介護の質量」と関係していると述べる

（Ungerson: 1987=1999: 174）。

　ケアの受け手にとって「望ましいケア」とは

何かという問いへの答えも、個々のケアの受け

手の立場に応じて探求されるべきであろう。し

かしその際に、これまでのケアをめぐる規範的

議論が、ケアされる当事者以外のとらえたケア

論であったことを忘れてはならない。ケア提供

者と受け手の関係、ケアの受け手のアイデンティ

ティによって、「望ましいケア」は異なる。乳児

に対してはケア提供者がニーズを定義すること

が必要かもしれないが、自立生活を目指す障害

者にとっては、施設職員や家族による当事者ニー

ズの定義は「抑圧」でしかなかった 21。ケアの

受け手が「語れない」主体である場合も含めて、

本来「望ましいケア」を語る権利はケアされる

当事者にある 22。ケアされる側にとっての「望

ましいケア」が語られたとき、非当事者の規範

的なケア論は見直しを迫られるだろう。

７　おわりに

　

　「ケアとは受け手にとってよいものであるべき

だ」と誰もが考えている。そこから「よいケア」

のために「われわれはどうあるべきか」という

規範的議論がでてくる。そのひとつが、ケア提

供者に「ケアの倫理」を求める議論であった。

本稿では、これらの規範的議論を支えているギ

リガンの「ケアの倫理」をめぐる分析の問題点

を検討してきた。確かに、ギリガンが対象にし

た女性たちは、他者を思いやり配慮する義務と

葛藤し、その葛藤状況に適応
4 4

したり乗り越えよ
4 4 4 4 4

う
4

としたりしている。しかしこれは、女性のケ

ア・アイデンティティやケア発達段階という「ケ

アの倫理」の存在を証明するものではなかった。

ギリガンが証明したのは女性の葛藤の存在であ

る。しかし葛藤の原因や行為選択の理由は、ア
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ンガーソンが明らかにしたよう社会的条件をも

変数としなければ説明できないのである。

　ギリガンは、一定の社会的条件における個人

の思考や判断の過程に善さ
4 4

を付与した。ケア提

供者個人に「ケアの倫理」を求めることで「よ

いケア」を可能にしようという議論は、逆にこ

の社会的条件を不問に付す。こうした議論は、

「よいケア」を可能にするための社会的な解決

への方途を閉ざすものに他ならない。「ケアさ

れる側の権利」「ケアする側の権利」がともに

尊重されるケアの社会的条件とは何か。ケアを

「ケアする側」の立場から問題化してきたフェ

ミニズムが望むのは、このようなケア論の構築

である。

注
1 本稿において「ケア」は、働きかける側の志向性

を指す記述的概念である。規範的なものとして論じ

る場合には「よいケア」「望ましいケア」と表記する。

2 以下、川本の議論について扱う箇所では「世話の

倫理」と表記する。

3 より明確に「ケアの倫理」と看護理論の接近をは

かったものとして川本と池川の対談を参照（川本・

池川 1998）。

4 もちろん、このような類型化は川本の「独断」と

は言い切れない。ギリガンの「ケアの倫理」は看護

職の専門性の理論的根拠となってきた。看護理論家

ヘルガ・クーゼによれば、こうした看護理論確立の

大きな契機がギリガンの『もうひとつの声』であっ

た（Kuhse 1997=2000: 181）。「キュア」と区別さ

れる「ケアの倫理」を看護職の専門性とすることで、

「看護婦たちは、医師とは異なるが、医師には劣ら

ない専門職として自らを理論的に位置づけ」（Kuhse 

1997=2000: 181）ようとした。看護理論における「ケ

アの倫理」の戦略的受容と、ギリガンの従来の道徳

理論批判としての女性の道徳の主張には、同じ論理

をみてとることができる。

5 岩男寿美子監訳の翻訳版（1986）では、care は「思

いやり」「心くばり」として訳されている。本稿では、

引用以外では「ケア」に統一する。

6 ギリガンの分析において「道徳」と「倫理」は厳

密に区別されていないため、本稿でも両者は明確に

区別していない。

7 欧米では、ギリガンの議論に影響を受けた理論家

が、「世話」の主体としての女性の倫理とに関する

「ケアリングの倫理学」（Noddings 1984=1997）や

「ケアの倫理学（Ethics of Care）」を展開している

（Ruddick 1995; Tront 1993）が、これらは実証研

究ではなく、理論家の道徳的直観にもとづいた規範

理論である。川本のように「ケア」の価値を規範理

論の文脈で紹介するのであれば、ギリガンの実証研
4 4 4

究
4

を引用する必然はなく、これらの議論を紹介して

も良かったはずである。

8 ギリガンの主張は、「女性は世話労働を期待され

ているから『ケアの倫理』を語るのだ」、というも

のとして解釈でき、よって「世話の倫理」という訳

は適切である、という反論もあるだろう。しかしそ

の場合、「ケア（care）」の倫理を「正義（justice）」

の倫理に対置される
4 4 4 4 4

概念とみなすことはできなくな

るため、明らかにギリガンの用法を逸脱する。

9 ギリガンは、正義とケアは男女の声の違いではな

いとも述べているが（Gilligan 1982=1986: 12）、こ

の主張は明らかに他の分析と矛盾する。

10 主に第 1 章「男性のライフサイクルのなかでの

女性の位置」、第 2 章「人間関係のイメージ」を参照。

11 ギリガンは本研究で年齢、知能、学歴、社会階級

が共通している合計 144 名の男女の標本を選んだ

としているが（Gilligan 1982=1986: 15）、本書の記

述で実際に男女の比較がなされているのは共に 11

歳のエイミーとジェイクの語りだけである。

12 前者は主に第 3 章「自己と道徳の概念」と第 4
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章「危機と移行」、後者は第 5 章「女性の権利と女

性の判断」で展開されている。

13 そもそもケア・アイデンティティをめぐるギリガ

ンの論証に妥当性がないとも考えられる。ギリガン

は「権利と責任をめぐる研究」では、11 歳のエイミー

の道徳判断について、「人との結びつき」を「強め」、

「非暴力的に葛藤を解決し」「思いやりをしめす」

（Gilligan 1982=1986: 50）ものだと分析する（ケア・

アイデンティティ論）。しかし、ここでエイミーは「自

分への責任」（Gilligan 1982=1986: 62）の重要性を

語っており、女子の道徳が男子の道徳と異なるとは

いえない。それにもかかわらずギリガンは「エイミー

にとって責任とは、自分自身のしたいこととは無関

係に、他人が彼女にしてもらいたいと願っている

ことをする
4 4

ことを意味して」（Gilligan 1982=1986: 

65）いると男女の違い
4 4 4 4 4

を強調する。ギリガンのデー

タ解釈の恣意性に関わる批判としては、「被調査者

の言説を客観的に分類する規則が、ギリガンの分析

には存在しない」（Luria 1993: 200）という指摘が

ある。

14 確かにこのニコルソンの主張は、ギリガンの「大

学生に関する調査研究」の記述から、証明できる。

ギリガンが第三段階を示すデータとして持ち出すの

は、学歴の高い女性たちのジレンマである。「1970

年代の大学生は、ものを考えるのに権利という概念

をとりいれるようになり」「自己を否定するという禁

欲主義を疑い」、「代わりに選択ということに目を向

けて権利の中心的意味をとらえようと懸命になるの

です」（Gilligan 1982=1986: 263-4）。ギリガンの分

析では、「ケアの倫理」の第三段階とは、女性の声一

般ではなく「権利」という概念を獲得した時代にお

ける学歴の高い一部の
4 4 4

女性たちの判断にすぎない。

15 もちろん、役割や権利義務関係のないところに生

ずる内発的な責任というものの存在を否定はしない。

たとえば道を歩いるときに倒れている人を発見した

ら、私は彼 / 女に声をかけ救急車を呼ぶだろう。こ

のとき、相手を助けることができるのは自分しかい

ないという非対称的な関係が内発的な責任の感覚を

生じさせる。しかし女性の家族に対する責任をこの

例と同列に扱うことはできないだろう。非対称性と

いう条件だけでは、なぜ家族内で男性よりも女性が

より養育や介護の責任を感じるのかを説明できない。

16 中絶の葛藤をめぐるギリガンの分析における「責

任」概念は、「再生産責任」と言い換えられるべき

であることは拙稿で指摘した（山根 2004）。

17 近代家族論の知見にもとづけば、近代家族の愛情

のしくみとは「家族には愛情を感じなければいけな

い」という感情規則、「愛情を感じたら家族のため

にさまざまなことをするはずだ」という感情表現の

要請によって支えられている（山田 1997: 86）。

18 男性もケア労働者である妻を失い、育児と男性社

会での仕事の二者択一をせまられたとき、同様の葛

藤に直面している。春日キスヨ『父子家庭を生き

る』（1989）を参照。ギリガンならば、彼らの葛藤

を「女性化された男性のケアの倫理」と呼ぶかもし

れない。もちろん彼らが望んでいるのは、彼らの道

徳の社会的評価ではなく、育児と仕事のあいだで葛

藤しなくてもよい社会福祉の充実であろう。

19 ギリガンの実証に妥当性がないからといって、女

性は男性よりも道徳的に劣っているという命題が

正当化されるわけではない。心理学者ローレンス・

ウォーカーが道徳発達をめぐる既存の実証研究から

108 のサンプルを集め検証したところ、道徳にお

ける男女間の優劣は、統計的には証明されていない

（Walker [1984] 1993: 176）。つまりギリガンは「わ

ら人形たたき」をしたにすぎない。

20 精神医学・心理学の立場に立つ論者も、「疲労感

は共感能力を低下させ、ケアの場面から逃げ出した

いような気持ちにさせ」（渡辺 2001: 40）るとし、

ケアする側の心身が疲労していると相手の心に共感

することができないと述べる。

21　障害者運動が care「介護」ではなく attendance/
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assist にあたる 「介助」という言葉を使用してきた

ことは周知のとおりである（「介護」は、介助と看

護を合わせてつくられた造語であり、介護にあたる

英語は care である）。岡原正幸は介護性を「あるこ

とを自分はできて、かつ、それをできない人がいて、

自分がその人に代わってそれをする」という形式と

とらえ、これは「できる人ができない人に配慮す

る」というかたちの権力関係を容易に作るものと指

摘する。こうした配慮は力の差を前提にし「よいこ

と、必要なこと」を、それを知らない、もしくはで

きない人間に押しつけていくものであるとする（岡

原 1990: 141-2）。

22 もちろん、看護理論などのケア論は「よいケア」

を定義する権利が患者にあることを前提として「看

護職はどうするべきか」を問うてきた。しかし、「学

問」「技法」として体系化された「ケア」論において、

こうした観点が見落とされてきたとはいえないだろ

うか。
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“Ethic of Care” and “Care-work” 
A Different Voice In a Different Voice  

Yamane, Sumika 

    In Japan, “Ethic of care” which is demonstrated by Carol Gilligan as Women’ s morality have been quoted 

as an ethic for “caring” and applied by the arguments about individual conditions for “good care” . This paper aims 

to undermine these normative arguments, through the criticism of Gilligan’ s In a Different Voice. Gilligan applied 

a women’ s identity and a development level as the explanatory variables, although these variables can’ t explain, 

without positing particular social conditions, what reason forces women to care about others. So I’ ll show that 

there is no validity of the arguments which generalize an ethic of care as the individual conditions of “good care” 

independently of social conditions surrounding a care-work. 


